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令和５年第２回 邑南町議会定例会（第３日目）会議録

１．招集年月日 令和５年３月14日（令和５年２月21日告示）

２．招集の場所 邑南町役場 議場

３．開 議 令和５年３月14日（火） 午後１時15分

散会 午後４時23分

４．応招議員

５．不応招議員 なし

６．出席議員 １３名

７．欠席議員 なし

８．地方自治法第１２１条第１項の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名

９．本会議に職務のため出席した者の氏名

議会事務局長 井上 義博 事務局係長 植田 靖子

10．町長提出議案の題目 別紙のとおり

11．会議録署名議員の氏名

12．本日の会議の大要は別紙のとおりである。

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

１番 奈須 正宜 ２番 鍵本 亜紀 ３番 野田 佳文 ４番 日高八重美

５番 瀧田 均 ６番 平野 一成 ７番 和田 文雄 ８番 宮田 博

９番 漆谷 光夫 １０番 大屋 光宏 １１番 中村 昌史 １２番 辰田 直久

１３番 石橋 純二

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

１番 奈須 正宜 ２番 鍵本 亜紀 ３番 野田 佳文 ４番 日高八重美

５番 瀧田 均 ６番 平野 一成 ７番 和田 文雄 ８番 宮田 博

９番 漆谷 光夫 １０番 大屋 光宏 １１番 中村 昌史 １２番 辰田 直久

１３番 石橋 純二

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

議席 氏 名 議席 氏 名

７番 和田 文雄 ８番 宮田 博

職 名 氏 名 職 名 氏 名 職 名 氏 名

町 長 石橋 良治 副 町 長 日高 輝和 総務課長 大賀 定

情報みらい創造課長 柳川 修司 地域みらい課長 田村 哲 財務課長 三上 和彦

町民課長 河野 博美 福祉課長 小笠原誠治 産業支援課長 白須 寿

建設課長 上田 修 水道課長 沖野 弘輝 医療政策課 口羽 正彦

保健課長 坂本 晶子

羽須美支所長 上田 康典
瑞穂支所

統括課長補佐 森口 英司

教 育 長 大橋 覚 学校教育課長 高瀬 満晃 生涯学習課長 三上 徹

監査委員 森脇 義博
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令和５年第２回邑南町議会定例会議事日程（第３号）

令和５年３月14日（火）午後１時15分開会

開議宣告

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 一般質問
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令和５年第２回 邑南町議会定例会（第３日目） 会議録

【令和５年３月14日（火）】

―― 午後１時15分 開議 ――

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 開議宣告 ）

●石橋議長（石橋純二） これより本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじ

めお手元に配布をしたとおりでございます。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第１ ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。７番和田議

員。８番宮田議員。お願いをいたします。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第２ ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第２、一般質問を行います。一般質問は、通告順に行いま

す。あらかじめ一般質問の順番を申し上げておきます。通告順位は、１番奈須議員。３番野

田議員。５番瀧田議員。８番宮田議員。６番平野議員。２番鍵本議員。１２番辰田議員。９

番漆谷議員。４番日高議員。７番和田議員。１１番中村議員。１０番大屋議員。以上１２名

であります。それでは、通告順位第１号、奈須議員、登壇をお願いします。

（奈須議員登壇）

●奈須議員（奈須正宜） 議長。

●石橋議長（石橋純二） １番、奈須議員。

●奈須議員（奈須正宜） １番、奈須正宜でございます。よろしくお願いいたします。
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新型コロナ対策としてのマスクの着用が緩和され、国内外問わず個人の判断に委ねると報

道があり、やっとマスクが外せる生活が３年ぶりに戻ってくることへ喜びを感じておりま

す。ですが、その反面本当に外していいのかという不安もあり、なかなか個人の判断に委

ねるというのは、難しい判断だなあと感じております。議会でも、一般質問においてマス

クをつけて行うか話し合い、個人の判断に委ねることにしました。学校教育の現場におい

ても、今後のマスクの着用に対する対応も難しい判断が多くなるとは思いますが、よろし

くお願いいたします。新型コロナ対策は緩和されていますが、物価の高騰や円安により、

まだまだ経済の完全回復にはいたっておりません。今後も引き続き町内の事業所に対し注

視していただくよう、よろしくお願いいたします。長いコロナ禍において、保健課、医療

従事者、学校や保育園の先生方並びに関係各所の方々の対応、御尽力に深く感謝申し上げ

ます。マスクを着用せずに、人前で話すのは本当に久しぶりで、今すごく緊張しておりま

す。それでは、提出しております通告書に従いまして、次の３点について、質問及び提案

をさせていただきます。１、中学校の部活動地域移行について。２、学級閉鎖、休校時の

対応について。３、香木の森公園について、でございます。それでは、１番目の中学校部

活動地域移行について、質問に入らさせていただきます。中学校の部活動地域移行につい

ては、何度か一般質問をしてきました。いよいよ令和５年度から段階的に地域に移行され

ていく中で、国や県の方向性も少しずつ変わってきてはいますが、今頑張っている子供た

ちが継続して活動していくために、自治体と地域が一丸となって考えていかなければなら

ない問題だと考えます。また、令和５年度の町長の施政方針には、誰もが生涯元気なまち

づくり、持続可能なスポーツ振興の項目があげられています。教育方針にも部活動の地域

移行についてあげられている中で、合同部活動の推進、部活動の地域移行、クラブチーム

化、持続可能な活動のあり方について、教育長のお考えをお聞かせください。

〇大橋教育長（大橋覚） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい。大橋教育長。

〇大橋教育長（大橋覚） 今まで部活動の在り方と、奈須議員のほうからいろいろ御指

導であったり、御意見をいただいてきたところでございます。初めに、その後の取組につ

きまして、学校教育課長より報告をさせていただきます。

〇高瀬学校教育課長（高瀬満晃） 議長、番外。
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●石橋議長（石橋純二） はい。高瀬学校教育課長。

〇高瀬学校教育課長（高瀬満晃） 最初に、中学校の部活動地域移行についてです。昨

年６月に運動部活動の地域移行に関する検討会議の提言が取りまとめられ、また、８月に

は文化部活動の地域移行に関する検討会議の提言が取りまとめられ、学校部活動の地域連

携並びに地域の運営団体、実施主体による地域スポーツクラブ活動及び地域文化クラブ活

動への移行のための運動部活動ガイドライン及び文化部活動のガイドラインを統合し、新

たに学校部活動及び新たな地域クラブ活動のあり方などに関する総合的なガイドラインが

策定されました。学校部活動の地域移行は、地域の子供たちは、学校を含めた地域で育て

るという意識のもとで、生徒の望ましい成長を保障できるよう、地域の持続可能で多様な

環境の一体的な整備により、地域の実情に応じて、スポーツ、文化芸術活動の最適化を図

り、体験格差を解消することを目指すものであると示されています。議員御質問の、合同

部活動の推進についてでございます。これにつきましては、昨年９月議会において、石見

中学校、瑞穂中学校の野球部を例に、合同部活について御質問されていますが、そのとき

にも、中学校の部活の運営について、指導することは教育委員会としてはしておりません

が、学校から相談があればその都度助言等も行っております。瑞穂中学校、石見中学校が

合同部活をするかしないかは、生徒の意見、顧問や保護者の意見も聞きながら、学校とし

てどう考えるべきかを決定してもらうことになりますと、お答えもさせてもらっていると

こでございます。次に部活動の地域移行についてですが、部活動の地域移行については取

組を進めることを目的として、令和４年度において、１中学校１部活動をモデルとして部

活動指導員を配置し取組を行いました。令和５年度も引き続き、２部活動増やし地域移行

に向けての取組を進めていき、邑南町において、どうすれば地域移行に取り組めるのかを

検証を続けていくこととしております。次に、クラブチーム化についてですが、現在のと

ころ中学校の部活を主軸に置いており、今のところ考えておりません。ただ、生徒数が減

少していく中で、スポーツ少年団で行っていたスポーツを、中学校でも継続して活動する

ことができる体制づくりをつくり上げる必要があると、考えています。また、令和５年度

から、島根県中学校体育連盟主催大会への地域スポーツ団体など大会参加が可能となりま

す。地域スポーツを継続し、子供たちの活躍の場づくりにおいても取組を進めたいと思い

ます。持続可能な部活動のあり方についてですが、学校部活の地域連携や地域クラブ活動

への移行といった新たなスポーツ、文化芸術環境の整備を進めるにあたっては、多くの関

係者が連携協働して段階的計画的に取り組む必要があり、地域の実情に応じた、生徒のス

ポーツ、文化芸術活動の最適化となるよう、関係者と協議を進める必要があると考えま

す。
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●奈須議員（奈須正宜） 議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、奈須議員。

●奈須議員（奈須正宜） はい。一つ一つ説明していただき、本当にありがとうざいま

した。地域移行に関しては、もう２０２０年度から改革のスケジュールが立てられ、一つ

一つ進めてきたものだとは思うんですが、その中で、次の質問に移るんですが令和５年度

から段階的に移行されていく中で、邑南町としては中学校の部活動地域移行について、推

進状況とアンケートや研修会の結果などがわかれば、分かる範囲でよろしいので、お聞か

せください。

〇高瀬学校教育課長（高瀬満晃） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい。高瀬学校教育課長。

〇高瀬学校教育課長（高瀬満晃） 地域移行についての、現在の進捗状況はについてで

ございます。まず、国においては公立中学校などの休日の部活動から、段階的に地域移行

していくことを基本に、令和５年度から３年後の令和７年度末をめどに、３年間を改革集

中期間として位置づけておりましたが、９８０件の意見が寄せられ生徒や保護者の不安に

丁寧に答え、顧問の教職員を含めた合意形成を図った上で移行すべきであって、拙速に移

行するものではない。３年間の移行達成は現実的に難しい地域に義務づけるよう見受けら

れる。あくまで、できるところが取り組むことであって、義務ではないということを明記

してほしいなど、新たなガイドラインではこのことを踏まえ、改革推進期間として地域連

携地域移行に取組みつつ、地域の実情に応じて可能な限り早期の実現を目指すこととなり

ました。また、島根県においては、令和５年度以降の休日の部活動の段階的な地域移行と

地域スポーツ文化環境の一体的な整備に向け、スポーツ団体などや文化芸術団体などの整

備充実、指導者の確保、参加費負担への支援等など、中学校の休日の運動部活動から段階

的に地域移行していくことを基本として、２０３０年に行われる国民スポーツ大会に向け

て取組を進めております。町においても、今後も引き続き国または県の動向を見極めなが

ら、課題となる人材確保や地域の受皿または費用のことなどを検討し、地域の移行につい

て取組たいと思います。それから、先ほど言われましたアンケートのことについてござい

ます。このアンケートにつきましては、対象を教職員、生徒、保護者、それから現在、部
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活動に関わってもらっている地域指導者、それから小学校６年生の児童に行いました。全

て分析はできていませんが、地域移行について、平日の教員の指導と休日の地域の方の指

導の違いを不安に思うことなどがあるようでございます。

●奈須議員（奈須正宜） 議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、奈須議員。

●奈須議員（奈須正宜） はい。多数のアンケートをとっていただきありがとうござい

ます。またアンケートの集計結果等を詳細な部分わかりましたら、また教えていただけた

らと思っております。今答弁の中に人材確保という答弁があったんですが、やはり全国的

に問題にあげられている指導者の確保については、今邑南町としてはどうなっているか。

また、指導者の確保のために行っていることがもしもあるとすれば、何かお聞かせくださ

い。

〇高瀬学校教育課長（高瀬満晃） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、高瀬学校教育課長。

〇高瀬学校教育課長（高瀬満晃） 現在、邑南町におきまして地域指導者は、現在確保

できておりません。今後、地域指導者を確保していくために必要となる研修であるとか、

指導会等を行うことを今考えているところでございます。

●奈須議員（奈須正宜） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、奈須議員。

●奈須議員（奈須正宜） はい。やはり全国的にもその指導者の確保のことが問題とし

てあげられている記事がやはり多いので、邑南町としても確保のために今後研修会等を開

いていっていただくということで。島根県は中山間地、２０３０年までにと移行のほうは

少し変わってきてはいますが、その間にも子供たちは学びを必要とし、活動したいと継続

したいと思ってる子供たちがやはり多いので、そこで途切れるようなことがないように、

早めの指導者の確保、体制の確率のほう行っていってほしいと思っておりますので、よろ
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しくお願いいたします。次の質問なんですが令和４年６月の一般質問において、地域との

連携のあり方について質問しました。その際に前教育長のご答弁では、連携を進めていく

ことが一番地域移行に必要なこと。連携の前に理解をしてもらうことが大切になる。とご

答弁をいただきました。私もこの連携の前に理解をしていただくことが大切になるという

お考えは、本当に大事なことだなと感じました。これまで、地域の理解を得るためにして

きたことをお聞かせください。

〇高瀬学校教育課長（高瀬満晃） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、高瀬学校教育課長。

〇高瀬学校教育課長（高瀬満晃） 地域の理解を得るためにしてきたことは、との御質

問でございます。地域移行について関係者の方に集まっていただき、これまで検討委員会

を開催しましたが、先ほどアンケート結果もお伝えしましたが、その委員会の中で学校部

活動の事情がわからないため現状を教えてほしい。また、アンケートを行ってほしいとい

うことで、対象者の方にアンケートを行いました。そのアンケート結果については、先ほ

ど詳細はまだ把握しきれておりませんとかいうことでお伝えさせていただきましたが、ど

のように理解を得るために取り組むことができるのか、こういったこの行ったアンケート

結果から、原因、内容等を読み取りながら、部活動の地域移行についての地域の方、生徒

と保護者、学校など関係者との理解と協力を得ながら、教育委員会もともに取組を進めて

いきたいと思っているとこでございます。

●奈須議員（奈須正宜） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、奈須議員。

●奈須議員（奈須正宜） はい、やはり理解をしてもらうというのは、なかなか難しい

ことで、そして地域移行と急に言われても、保護者の皆さんも、不安になられてる方もお

られますし、その辺の理解をしていただくためのアンケート等、検討委員会等開かれて、

説明はされてるんだと思うんですが、今後も、単発的に終わるのではなくて持続的に説明

会や研修会等を行い、理解を得るようにしていっていただけたらと思っております。教育

長のお考えをお聞きしたいのですが、中学校の部活の地域移行について、今、３点質問し

ましたが、このことと、文頭申し上げました持続可能なスポーツ振興、また、部活動の必
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要性について、教育長のお考えをお聞かせください。

〇大橋教育長（大橋覚） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大橋教育長。

〇大橋教育長（大橋覚） はじめに、部活動の意義について今一度申し上げたいと思い

ます。部活動は、教育課程外ではありますけど生徒の多様な学びの場として、教育的な意

義は大きいというふうに私は認識をしているところでございます。また、本町で現在展開

をしております各校においての部活動でありますが、今までの活動を振り返りますと、そ

の種目であったり領域であったりというものを経験するためだけでなく、その種目領域が

なぜこの地で受け継がれてきているのか、それぞれの歴史であったり文化であったりと、

部活動の存在自体がとても意味のあるものだと感じております。だからこそ、今後も未来

にわたってつないでいかなくてはいけません。一方で各中学校におきまして、生徒数の減

少により、学級数の減、それに伴って教職員の配置も減少されるなど、現実としては、部

活動運営も非常に厳しい状況にあることも事実でございます。邑南町は、以前より子供た

ちを中心に据え、地域総がかりで育んでいくという土壌づくりに取り組んでまいりまし

た。また、子ども条例が制定され、それぞれの立場での役割も明確になったところでござ

います。この意味のある、とても大切な活動の継続のため、邑南町らしい姿であったり、

形を地域とともにつくり上げていくことが、我々大人の役目だと考えております。現在進

めております、地域とともにある学校づくり、学校とともにある地域づくりを基底にし

て、人材確保を含めた部活動のあり方を、現在のクラブチーム、あるいはサークルの皆様

方とともに考え、築き上げていきたいというふうに考えております。

●奈須議員（奈須正宜） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、奈須議員。

●奈須議員（奈須正宜） はい。教育長、答弁ありがとうざいました。やはり私も生徒

の多様の学びの場である部活動、そして、意味のある活動で地域とつくり上げていく、そ

ういった答弁に私も同じ考えだなと思いました。そして、部活動の歴史文化、存在自体が

意味があるもの、私も石見中学校で部活をしておりましたので、この点について本当に同

じ考えがあるのと、やはり存続させていかなければいけないなと強く思っております。そ
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の中で先ほど、まだ、指導者の確保はできていないということで、やはり先ほどらい申し

上げておりますが、一番問題になってくるんじゃないかと全国的にも言われております。

指導者の確保についてなんですが、地域の社会人のスポーツをしている方々やコーチをし

ている方から、将来的には土日だけでなく平日も中学校の部活動、地域に移行するのは中

学校が４時くらいに終わることと、毎日地域指導者でありますと、仕事後の指導になるか

ら少し難しいというような意見をいただいております。その中で皆様からの案なんですが

中学校部活動の持続可能な体制をつくるために、町職員として指導者を採用し、フレック

スタイムを活用して役場の業務と部活動の指導にあたる職員の採用をし、継続的に部活動

の指導が行える環境づくりを、邑南町が先進的に行うことはできないかという意見をいた

だいております。私も生徒の指導のほうを行っておるんですが、仕事をしながら夜遅くま

でというのはなかなか難しいです。子供たちにも、学校での宿題や学習があります。この

意見をいただいたときに、確かに中学校が４時ぐらいに終わる。そこからの部活動であれ

ば、７時もしくは８時前には終わるんですが、その後となると地域指導者ですと、仕事の

あとからの部活動クラブ活動になります。すると終わる時間が９時もしくは９時半、それ

から帰ってご飯を食べて、宿題をするってなるとやはり支障がかなり出るなと、学習の面

に支障が出てはよくない。という中の意見もいただいております。このような提案につい

て、町のお考えをお聞かせください。

〇大賀総務課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい。大賀総務課長。

〇大賀総務課長（大賀定） フレックスタイムを活用して役場の業務と部活動の指導に

あたる職員の採用を、先進的に行うことはできないかという御質問でございます。まず、

フレックスタイム制度の概要でございますが、職員が地域活動や育児や介護など行いやす

い環境を整備するために、令和４年１０月１日からその運用を開始している制度でござい

ます。現在、延べで４０名程度の職員がこの制度を利用しております。制度の利用につき

ましては、例えば、育児のために朝１時間出勤を遅らせた場合、その１時間を夕方や違う

曜日に振り替えるなどし、柔軟な働き方を可能にするものとなっております。しかしなが

ら、これは勤務する時間帯を調整するものであり、職員が実際に勤務すべき時間数を少な

くする制度ではありません。職員の勤務時間は、条例で１週間当たり３８時間４５分と定

められておりますので、この勤務時間が変わるものではございません。御提案の部活動の

指導者を職員として採用し、役場に勤務しながら部活動などの指導にあたるとすれば、ま
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ずはフレックスタイム制度で割り振った１週間当たり３８時間４５分を勤務することが前

提であり、その上で部活動等の指導にあたることになります。この点を御理解いただきた

いと思っております。

●奈須議員（奈須正宜） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、奈須議員。

●奈須議員（奈須正宜） はい。すいません。説明の中でフレックスタイムを活用して

という言葉の中で、時間のことを全然触れてなかったのでフレックスタイムの、僕の認識

が違ったらいけないんですが、１０時に出勤してとかっていうのは無理なんですか。１０

時出勤。１０時半出勤として、あとを遅らすっていうフレックスタイムの活用の仕方って

いうのは難しいんですか。お聞かせください。

〇大賀総務課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀総務課長。

〇大賀総務課長（大賀定） 職員が朝１０時から出勤するということであれば、通常の

勤務時間で言いますと、１時間半遅らせることになります。その１時間半を、その日の夕

方１時間半多く勤務するか、もしくは、その週のうちで違う曜日に振替て勤務するという

ことになると思っております。

●奈須議員（奈須正宜） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、奈須議員。

●奈須議員（奈須正宜） はい、フレックスタイムについては理解いたしました。その

中で、今フレックスタイムでの答弁しかいただいてないので、この提案についての町のお

考えについては、御答弁いただけないでしょうか。できるか、できないかというか、検討

していただけるかの答弁をいただきたいのですが。

〇大賀総務課長（大賀定） 議長、番外。
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●石橋議長（石橋純二） はい、大賀総務課長。

〇大賀総務課長（大賀定） ご提案の職員の採用としての取組につきましては、現状で

はなかなか難しいと思っているところであります。部活動の指導者などにおいては、その

指導にあたる職員の支出なども考慮されるべきものであると思っておりますので、職員で

あれば、誰でも指導者になれるということでもないと思っておりますので、今後地域移行

なども検討がさらに進んでいくと思っておりますので、職員の中で部活動の指導などに協

力できる職員も出てくると思いますし、新たに採用した職員もその指導に携わるようにな

ってくれば、議員ご提案のことについても、実現していくのかなと思っております。今後

ともまた、ご理解いただきますようによろしくお願いいたします。

●奈須議員（奈須正宜） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、奈須議員。

●奈須議員（奈須正宜） はい、やはり難しいという御答弁でしたが、地域の方から言

われたのは、新たに運動部なら運動部、文化部なら文化部のプロフェッショナルな方を、

しっかりと採用するという意味で御提案をいただいたものでした。役場の職員として採用

してという方向性は難しいのかなと思いますが、やはり、全国的に言われております指導

者の確保の難しさ等々あると思いますので、今後の参考にしていただければと思っており

ます。また、いろいろありましたら地域の方々とも話をしますので、地域の指導者が不足

している、もしくは地域指導者がまだ見つかっていない等々、確保できていないという話

もありましたので、またそちらのほうも進めていっていただけたらと思っております。や

はり、最後にこの地域移行何度もやらせてもらって質問してるんですが、やはり、一番継

続できない状況が起きたときに、前回も言わせてもらったんですが、困るのはそして嫌な

思いをするのが子供たちで、やはり、それまでずっと頑張ってきて何年も何年もやってき

たことが途切れてしまう。その状況だけはつくらないように、文頭申し上げましたが、地

域と自治体が一丸となってやっていけたらと思っておりますので、検討をよろしくお願い

いたします。それでは、次の質問に移らさせていただきます。２番目の学級閉鎖、休校時

の対応についてでございます。保護者の方から学級閉鎖や休校時に、急に仕事が休めず、

子供が家に１人で過ごしていて不安だと意見をいただいています。コロナ感染の疑いがあ

る中で急に発熱などしたら子供だけでは対応ができず、固定電話を家に設置していない家
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庭も多く、小学生に携帯も持たしていないため連絡手段もありません。このような状況が

起こらないよう、小学校、児童クラブ、公民館が連携して、分散して見守りができる体制

はできないか。町のお考えをお聞かせください。

〇高瀬学校教育課長（高瀬満晃） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい。高瀬学校教育課長。

〇高瀬学校教育課長（高瀬満晃） 学級閉鎖、休校時の対応についての御質問です。令

和２年に政府からの要請などにより学校の計画的な長期休業を行い、その時、陽性者、濃

厚接触者でない場合、また、家庭での見守りが難しい場合に限り、学校での見守りを行っ

ておりました。その後は、学校、学級でコロナ陽性者や濃厚接触者の人数などを考慮し、

対象児童生徒のみの自宅待機複数が複数名いる場合には、保健所と連絡しながら学級閉鎖

や学校閉鎖を行っております。見守りについてですが、陽性者、濃厚接触者となった児童

生徒を学校で見守ることは難しいと思います。学校内での感染拡大によるクラスターを避

けるために、学校を休みにしております。現在のところ緊急対応として、学校施設を使っ

て見守りを行う場合は教職員が対応し切れず、また新たな人手の確保が難しく、家庭に負

担をかけるようではありますが、見守りをお願いさせていただくことになります。今後長

い期間家庭待機となる場合は体制を整え、各家庭に電話連絡するなど健康観察を行いなが

ら見守りはできるのではないかと思います。

〇小笠原福祉課長（小笠原誠治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、小笠原福祉課長。

〇小笠原福祉課長（小笠原誠治） 放課後児童クラブを所管する担当課の立場から、申

し上げます。放課後児童クラブは、元来、御存じのとおり放課後の対応を基本としており

まして、学級閉鎖の場合は対象学級以外の放課後児童であれば、開所して受入れをしてい

るところでございますが、職員体制としましてフルタイムや常勤の職員が少ないというこ

とで、急な朝からの開所ということが困難な職員体制でもございますので、予期せぬの休

校に際しましては、現状では学校に合わせて休所としているところでございます。そうい

ったことから、御提案の休校時の見守りということにつきましては、放課後児童クラブの

担える部分というのは限定的となってしまうかもしれませんし、また災害、感染症など、



14

そのときの状況にもよるとは思いますけども、各クラブや学校を初め関係する機関とどう

いった場合にどういうことが対応が可能かというといったことにつきましては、これから

検討させていただきたいと考えております。

〇三上生涯学習課長（三上徹） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、三上生涯学習課長。

〇三上生涯学習課長（三上徹） これまで学校行事の振替による休校時に、管内の児童

を対象とした活動や開所予定の放課後児童クラブと連携し、児童向けの活動をあらかじめ

計画し、放課後児童クラブに所属する児童はもとより家庭で過ごす児童も受入れて事業を

実施する公民館もありました。しかし、予期せぬ学級閉鎖休校に際しては、公民館活動や

自主サークルの活動及び予約利用申請されている団体との調整、事前準備等連絡調整が必

要になると考えます。それらの調整ができた場合、可能な対応について小学校児童クラブ

と連携し検討していきたいと考えております。

〇大橋教育長（大橋覚） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい。大橋教育長。

〇大橋教育長（大橋覚） このように社会情勢等々の変化に対しまして、迅速に行動を

起こしていけないと考えております。緊急対応による見守りについてでございます。先ほ

ども関係課より述べさせていただきました。これも先ほども申しましたとおり、やはり地

域総がかりで子育ての機運醸成を図っていくんだ。あるいは、子ども条例の具現化と議員

御指摘いただきました。緊急時における子供たちの見守りについて、ある意味子供の居場

所について、どのような形態あるいは方法が可能かどうか。もちろん行政機関だけでは限

界がございます。民間の関係機関をはじめ地域の皆様とともにその受皿の確保を目指し、

少し時間がかかるかもしれませんけど、このような情勢においては、まずもって検討して

いく必要があろうかというふうに考えております。

●奈須議員（奈須正宜） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、奈須議員。
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●奈須議員（奈須正宜） 各課担当の方、御説明いただき連携というのはなかなか難し

いというのは本当にわかりました。やはり公民館、児童クラブ、学校施設、いろいろある

な感じたことと、教育長が言われた地域総がかりで子育ての受皿をつくっていく、迅速な

緊急対応の見守り、そして子供たちの居場所を地域でつくり、このような情勢には検討し

ていくと言われて安心しました。その検討の中に一つ案としてなんですが、次の質問なん

ですが対応策として、今まで何度か質問させていただきましたが、全生徒に配布されてい

るタブレットを使ったオンラインによる朝礼や終礼等を積極的に取り入れることで、子供

の孤立化を防ぐことと安否確認にもつながると思いますので、進めていただきたいのです

が町としてのお考えをお聞かせください。先ほど答弁の中に電話連絡というのもありまし

た。もしこのオンラインでつながらない家庭に対しては、電話連絡等をして安否確認を行

うということもできると思いますので、そうすることで、子供たちがもしも１人でいたと

しても、体調が悪くなったり発熱したりしたときでも、オンラインに参加しない朝礼に参

加しない場合に、電話連絡等を保護者の方にしていただいて、それで見守りをする方向で

進めていっていただきたいのですが、町としてのお考えをお聞かせください。

〇高瀬学校教育課長（高瀬満晃） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、高瀬学校教育課長。

〇高瀬学校教育課長（高瀬満晃） オンラインによる安否確認についてのお問合せで

す。これまで、コロナ感染拡大により学級及び学校が１週間程度の休業となる場合や、夏

休みなどの長期休業時には、学校によってはタブレットを使った朝礼や、タブレット内の

ソフトを使ってオンラインで安否確認などを行っています。また、小規模校などでは直接

家庭に出向いて声かけを行うなど、健康確認なども行っております。学年によっては、パ

ソコンなどの通信環境が整っていない家庭もあることから、全員参加ができない場合は、

電話での確認も行っているとこです。タブレット利用での安否確認ではございませんが、

令和５年度に向けて保護者の携帯に、子供の学校への出欠や健康確認など、学校に連絡す

るシステムの導入を検討しております。各家庭においてパソコンなどの通信環境が整って

いない御家庭もあるようですが、携帯からであれば学校へ連絡することも容易になってく

ると思いますので、こういったシステムを活用し、コロナで休んでいる児童生徒の安否確

認を行いたいと思っております。
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●奈須議員（奈須正宜） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、奈須議員。

●奈須議員（奈須正宜） はい、学校に連絡するシステムを、今後していくという答弁

をいただき本当に安心しました。やはり、子供たちがどういう状況におかれているか、家

に１人でいる子供たちが発熱した場合とかも、やはりそういうのも含めて対応のほうしっ

かりとしていってもらえたら保護者の方も安心して仕事に行く。できる限り家で見守りを

していただきたいのですが、やはり、現状難しい日もあるという意見をいただいておりま

す。私もその休校時に仕事で、地域のほうを回らしてもらってたんですが、やはり、そう

いう子供だけでおられる家庭さんはすごく多くて、そのあと保護者さんとも会ったりした

ときに、そういう意見を少しじゃなくて大分いただいたんです。実は、私もそうだったの

で。やはり、そうやって不安な思いで仕事に出ているというのは、なかなかつらいです。

そういうところの対応も、こういう学校に連絡するシステムを導入したり、地域総がかり

で見守っていく受皿づくりをしたりということで、しっかりと対応していただければと思

っております。それでは、次の質問に移らさせていただきます。３番目の香木の森公園に

ついてでございます。香木の森公園は、令和３年には年間９万４，１２７人の来園者が訪

れています。令和４年も１２月までで８万３５４人もの方が来園される邑南町の観光スポ

ットであり、邑南町内の子供たちが遊びに行ったり、遠足などにも利用される町民の大切

な憩いの広場です。昨年度には、遊具の新設、遊具近くにあるトイレの改修などが行わ

れ。昨年度ではないですね。まだ令和５年度なってないので、今年度には、遊具の新設、

遊具近くにあるトイレの改修などが行われ、さらに利用しやすい施設へとなってきていま

す。ですが、今ある遊具は幼児向けであり、バンガロー近く森林エリアの撤去された遊具

エリアに、新たに子供たちが自然の中で遊べる小学生向けのアスレチック遊具を設置して

ほしいと意見をいただいています。この提案について、町のお考えをお聞かせください。

〇白須産業支援課長（白須寿） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい。白須産業支援課長。

〇白須産業支援課長（白須寿） 香木の森公園林間遊具などの整備についての要望書に

つきましては、町内の子育てグループなどの代表者名で、令和４年の６月１日付ですが町

のほうにもいただいています。この要望に対しては、令和４年６月１０日付で回答してお
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ります。香木の森公園一帯が町の観光振興の中核エリアであるということの認識と、再整

備に向け、地域の皆さんと検討を進めたい旨の回答をしております。令和４年１０月には

地域の皆さんの参加を求める形で意見交換会を開催し、香木の森公園としての望ましい管

理のあり方や遊具の整備について提案をいただきました。これらの御意見を参考に、令和

５年度当初予算案に香木の森公園、林間広場、整備事業費を計上しています。整備にあた

っては、事業者より事業内容を提案していただく形で実施したいと考えております。早期

の整備に向けまして、仕様書の作成など、引き続き地域の皆さんの御意見を聞きながら進

めたいと考えております。

●奈須議員（奈須正宜） 議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、奈須議員。

●奈須議員（奈須正宜） はい、御答弁いただいたんですが、その中で令和５年度の予

算の中に遊具設置のことは含まれているのかどうか、お聞かせください。

〇白須産業支援課長（白須寿） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい。白須産業支援課長。

〇白須産業支援課長（白須寿） 昨年、実施しました意見交換会でございますが、その

中では、森林環境自体の整備や遊具の整備を要望したいという考えもございました。そう

いった御意見を参考に、来年度におきましても、住民の皆さんの御意見を聞きたいと考え

ておりますので、そういった意見をもとに、仕様書のほう定めたいと考えております。

●奈須議員（奈須正宜） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、奈須議員。残り時間が５分、６分となっております。

●奈須議員（奈須正宜） はい、それでは次の質問に入ろうと思うんですが、先ほどの

答弁と重なる部分があるかもしれませんが、香木の森公園は、年間何回か地域のボランテ

ィア活動や地区別戦略、香木の森再生プロジェクトなど、多数の町民が参加して除草整備

活動を行っています。ですが指定管理者が様々なため、雑草や倒木など整備が行き届いて
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いない場所があると意見をいただいております。また、数年前の豪雨災害により、香夢里

からバンガロー抜ける道も崩れたままになっています。公園内案内看板においては、バン

ガロー近くの森林エリアに、滑り台や遊具の絵が書いてあり説明にもバンガロー付近には

児童用の遊具もあります、と書いていて、観光客の方や遊びに来た子供も誤解ししまうと

思います。放置されているテニスコートも含めた、香木の森の環境整備について改善を求

める意見をいただいています。町のお考えをお聞かせください。

〇白須産業支援課長（白須寿） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい。白須産業支援課長。

〇白須産業支援課長（白須寿） 香木の森公園の管理は、現在三つの指定管理者が建物

やエリアごとに行っています。また、そのほかにも、先ほど議員御紹介のように、地元の

ボランティア団体などによる掃除や剪定作業なども行っていただいております。こうした

地域の皆さんの活動により、香木の森公園が支えられているものと認識しております。こ

の場をかりて感謝を申し上げます。御質問にありました、倒木の整理や環境整備などにつ

いては、指定管理者により町との協定内容に基づき、管理を行っていただいています。現

場においては、特にエリア境など指定管理者の対応が行き届いていない場所があるという

御指摘でございました。今一度、現地と管理状況を確認しまして対応をするとともに、今

後の対応については、しっかりと明確にしてまいりたいと考えています。また、御指摘の

あった敷地内の災害発生箇所についてですが、香夢里からバンガローへ行くルートでござ

います。このルートにつきましては、現在迂回して利用していただいております。災害が

あった箇所へは進入禁止の対応をしておりますが、令和５年度に計画している香木の森公

園林間広場整備の中での対応など検討してまいりたいと考えています。そのほか、看板に

林間広場の遊具の表示が残っている、あるいは、テニスコートの考え方につきましても、

先ほど申しました来年度の事業なども含めまして、対応してまいりたいと思います。

●奈須議員（奈須正宜） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、奈須議員。

●奈須議員（奈須正宜） はい、今後対応していただけるということで、初めの答弁の

ほうにもありました、しっかりと町民の方に寄り添った意見交換をしてと言われましたの
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で、香木の森公園、町民の方が遊びに行ったり遠足などでも利用されるような大切な憩い

の場所でもあります。そこへ町民意見がしっかり反映され、よりよい香木の森公園になる

ことをお願いして、私の一般質問を終わりにします。ありがとうございました。

●石橋議長（石橋純二） はい、以上で奈須議員の一般質問は終了いたしました。ここで

休憩に入らせていただきます。再開は午後２時３０分といたします。

―― 午後 １時 13分 休憩 ――

―― 午後 ２時 30分 再開 ――

●石橋議長（石橋純二） 再開をいたします。続きまして、通告順位第２号、野田議員、

登壇をお願いします。

（野田議員登壇）

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） ３番、野田議員。

●野田議員（野田佳文） ３番、野田です。よろしくお願いします。今回は、町民議会

においても、観光客数を１００万とは言わず１２０万１３０万人を目指してほしいという

意見もありました。観光関連について、ローカルスタートアップ支援制度、大雪による災

害時の対応について、邑南町ＬＩＮＥ公式アカウントについて、通告書に従い質問をいた

します。最初の質問は、万葉ゆかりの地でもある邑南町の取組についてです。今年は、柿

本人麻呂没後１３００年ということでイベントを計画されているところがあり、県西部に

おいての盛り上がりにも期待したいところです。元旦の新聞広告で大きくＰＲされていま

すし、県が石見地域の広域的な観光ＰＲにつなげようと観光サイト開設したと新聞でも取

上げられています。また、年明けから新聞の投稿欄にも、今まで３件ぐらいこの柿本人麻

呂について投稿がありました。柿本人麻呂について名前は知っていましたが、それ以上の

ことは特に今まで興味がなく、邑南町ともそんなに関係はないのかと以前は思っていまし

たが、昨年の秋に、井原地区の岩井谷っていうとこがあるんですけど、そこに滝を探しに

入ったことで興味ある情報を得ました。柿本人麻呂については、諸説あります。役人であ
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ったということは間違いないと思うんですけどその位であったり、特に終えんの地では

様々な場所が言われておる。１９９３年に、柿本人麻呂の終えんの地が、当時、石見町の

岩井谷にあるのではという仮説のもとロケが行われ、このときは東京からタレントさんも

来ていたんですけど、１９９３年の９月２３日に全国で放送されたそうです。当時のディ

レクターさんからＶＴＲもいただき、その情報をきっかけに柿本人麻呂についていろいろ

と調べるようになって、邑南町と全く関係もなくはないのではないのかなと思っておりま

す。島根県議会でも一般質問が行われて柿本人麻呂没後１３００年を契機に、万葉歌人ゆ

かりの地をつなぐ、島根鳥取の連携を図っていくことは大変有意義な取組と考えるがどう

か、という質問に対し、島根県鳥取県の歴史文化を発信し、万葉ゆかりの地をめぐり歩い

ていただく一つの契機になると答弁にありました。１月の中頃に、山陰万葉歩く会の会長

さんのお話を聞く機会がありまして、このときに初めて、島根県商工労働部観光振興課が

発行した万葉とりっぷｉｎ石見のパンフレットを知りました。ご縁の国しまねの公式ユー

チューブチャンネルでも、柿本人麻呂ゆかりの地と周辺スポットをめぐる旅というユーチ

ューブ動画があるんですけど、邑南町編が公開されておるておる。この万葉とりっぷｉｎ

石見のパンフレットには、柿本人麻呂の妻、依羅娘子が人麻呂をしのんで読んだ歌に由来

する渓谷として、断魚渓が紹介されておって、周遊コースとして香木の森、道の駅瑞穂、

志都の岩屋等が紹介されております。これは、２０２２年３月に発行されておるんですけ

ど、これが今年の３月に発行されてる分には赤馬滝が追加されています。志都の岩屋は邑

南町の観光マップにも万葉に読まれた地として紹介されておりますし、この間道の駅に行

きましたら、パンフレットが置いてありました。令和４年度の観光推進事業の中で、邑南

町観光施設全般の情報収集及び発信の協力のため、情報収集、情報発信、施設見回りを委

託して行うとあるので、情報収集ということであればこの万葉に関する情報は既に収集さ

れているのではないかと思います。２月には、アフターコロナ観光推進検討会議の初会合

も行われて、新たな観光資源の発掘や魅力づくりに意見交換されたという記事を読みまし

た。今回の万葉に限らず、情報発信をする上で情報収集も大切であると思っております。

最初の質問ですけど、来町につながる積極的な情報発信など町の取組と、また、情報発信

をする上で、トレンドの把握などの情報収集も大切だと思いますが邑南町の考えをお願い

します。

〇白須産業支援課長（白須寿） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、白須産業支援課長。
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〇白須産業支援課長（白須寿） はじめに御紹介いただきました島根県が作成した、万

葉とりっぷｉｎ石見には、先ほどもお話がありましたが邑南町内のゆかりの地として、江

の川や断魚渓、志都の岩屋などが紹介されています。志都の岩屋には、万葉の歌碑が整備

されています。地元岩屋集落や景勝保存会と、関西を拠点に活動されている万葉集の研究

グループとの交流も行われているようでございます。万葉ゆかりの地として、多くの方に

邑南町にお越しいただきたいと考えています。来町につながる町の情報発信についてで

す。町の公式ユーチューブチャンネルやインスタグラムなどのＳＮＳ。今年度から参加し

ています、広島広域都市圏の観光情報を一元的に発信しているホームページ、ひろしま公

式観光サイトＤｉｖｅ！Ｈｉｒｏｓｈｉｍａというものがあります。また、邑智郡内３町

で構成する、江の川流域広域観光連携推進協議会のホームページ、おおちじかんなど様々

な媒体に町内のイベント情報や観光施設などの情報を登録し、情報発信に努めているとこ

ろです。また、紙媒体でも邑南町観光マップや島根県などが発行するパンフレットなどに

も、町内の観光施設などの情報を掲載して情報発信を行っています。情報発信をしていく

上での最新の話題やニュースの把握などの情報収集については、大変重要なことであると

考えています。このたびの万葉とりっぷｉｎ石見など、島根県や石見観光振興協議会のキ

ャンペーンなども、トレンドとして邑南町の観光資源をＰＲする絶好の機会と捉えている

ところでございます。情報収集の方法や収集した情報の活用方法を含めた効率的な情報発

信の方法について、引き続き充実をしていきたいと考えています。

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、野田議員。

●野田議員（野田佳文） はい。引き続き、さらなるＰＲをお願いしたいと思っており

ます。情報発信のほうについてなんですけど、以前一般質問で聞いたフォトコンテストの

ほうも、前回に比べて入賞者の発表も早くアカウントもしっかりと紹介されていたから、

改善されていると思ってますし、町長もおおちじかんとかＤｉｖｅ！Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ

のサイト見られていると思うんですけど、とにかく邑南町の発信すごくいいと思います。

特にイベント情報も最近だと、雛人形とかそういったイベントとかもどんどんアップされ

ている。特に先ほどおっしゃった、広島広域都市圏に加入してから、Ｄｉｖｅ！Ｈｉｒｏ

ｓｈｉｍａというサイトにも邑南町の情報あがってるんですけど、島根県、それから三つ

の自治体、浜田市と美郷町も入っているんですけど、特に邑南町の情報発信量多いと思っ

てて、本当にこれ評価すべきだと思っていますので、引き続きお願いしたいと思っており
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ます。情報収集力については、例えばこの間、日比谷にある島根館のＰＲだったんですけ

ど、これ横浜市の大型複合施設で行われておる。なぜかというと、神奈川県でのグーグル

検索で、島根館の関心度が高かったから、そういったデータをもとに集中してこれ、イベ

ントが行われた後、ここ最近話題のＡＩが質問に答えてくれる、チャットＧＰＴっていう

のがあるんですけど、それもいろいろ自分も活用しながら、邑南町の観光客を増やす方法

とか、そういったものにも参考程度にいろいろなこと、そういったＡＩとかに分析させて

活用もしているということもあります。令和７年度以降、香木の森公園の諸施設は、一体

的な指定管理が望ましいとして、一括管理をする指定管理者の公募を予定しているのであ

れば、先ほど奈須議員が質問した環境整備だとか、施設管理も大切ですけど、発信力につ

ながる情報収集能力も必要であると考えております。先ほどおっしゃったんですけど、や

っぱり今後そういった管理者にもこういった情報発信、情報収集能力というものを求めて

いくのか、町の考えをお願いします。

〇白須産業支援課長（白須寿） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、白須産業支援課長。

〇白須産業支援課長（白須寿） はい、邑南町の様々な情報については、様々な媒体を

通じて発信をしていきたいと考えております。特に今から大事な時期にあります、先ほど

お話にありましたように、令和７年度から霧の湯の再開という大きなイベントも控えてお

ります。この情報発信につきましては、議員さんおっしゃられるように、行政だけではで

きないと考えておりますので、指定管理施設も含めて観光協会あるいは商工会、そのほか

様々な関係団体と連携をして、情報発信をしていきたいと考えております。

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、野田議員。

●野田議員（野田佳文） はい、共通認識ということで、これからもしっかりと頑張っ

ていていただきたいと思いますし、いろいろと協力できることがあれば、協力したいと思

ってます。続いては、２番目の質問です。作木口駅についてです。三江線廃線前に、一度

観光バスが来るので、連絡をいただいたことがあって１回行ったことがあるんですけど。

そのとき感じたのが、桜並木と江の川の景色が美しく、まだまだ自分も知らない場所があ
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るなと思いました。廃線後も撮影には行っております。そこで感じたことは、既にもう整

備されているなと行くたびに思ってました。ほかの場所だとか、配線めぐりということを

やってる方もいらっしゃるし自分もやってみたんですけど、ほかの場所だと草が生えたり

荒れている場所が多かった中、作木口駅は常に整備されていて、今後何か展開はあるのか

なと期待していたところ公園化ということで、非常に楽しみにしております。広島県三次

市では、江の川カヌー公園作木を発着地として、最先端のスポーツｅバイクに乗り、途中

様々な江の川の大自然を堪能する体験もある。さらに、島根インフラツーリズムｉｎ石見

では、島根県西部の石見地域におけるインフラテーマを旅するモデルコースがあって、橋

めぐりというのも紹介されております。作木駅のホームから、赤い橋を撮影することもで

き、また新たな観光スポットとして様々な可能性があると期待しております。そして、作

木口駅は地元の方々により整備され、要望を受け公園化となったことは、他の地区におい

ても観光資源の掘り起こしにもつながり、まちの活性化につながると思っております。地

域資源の整備をされている、個人や団体の方もいらっしゃる。総務省が地方での小規模な

起業を増やそうと、ローカルスタートアップ支援制度を創設する、という記事を読みまし

た。新聞には任期を終えた地域おこし協力隊らによる、古民家カフェ観光ツアーなどを想

定、自治体が企業準備経営をサポートし総務省は自治体を行政支援する。地域の活性化が

狙いとありました。記事に、地域おこし協力隊だとあったので、地元の方でも可能なのか

と問合せメールを送ると、総務省では、地域の活性化を加速し地域から全国へボトムアッ

プの成長の推進に向け、地域での事業立ち上げの段階に応じて支援する、ローカルスター

トアップ支援制度を創設しましたとあります。地域おこし協力隊を含め、地域の活性化の

ために事業を立ち上げようとしている方であれば対象になります、とメール連絡が担当者

からありました。ローカルスタートアップ支援制度にも期待したいところです。２番目の

質問ですけど、作木口駅が公園化されることによる町への効果は何か。また総務省のロー

カルスタートアップ支援制度に対する、町の考えをお願いします。

〇白須産業支援課長（白須寿） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、白須産業支援課長。

〇白須産業支援課長（白須寿） 旧作木口駅が公園化されることによる、町への効果に

ついてです。旧作木口駅は、三次方面から邑南町へ訪れた際に最初にある観光施設になり

ます。４月からは、特定非営利法人江の川鐵道が施設の指定管理者として指定されるよ

う、３月定例会にて議案を上程をしています。提案どおり江の川鐵道が指定管理者として
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指定されますと、現在行っております口羽駅公園あるいは宇都井駅公園で行っております

線路の枕木交換作業の体験、そういったイベントなども連携して実施できるものと考えて

おります。三つの公園を活用して、より効果的に集客が図れるものと考えております。ま

た、江の川を挟んだ対岸の、三次市作木町内の川の駅常清などの施設とも連携したイベン

トも検討されていると聞いております。三次市を訪れた方にも、邑南町を訪れていただく

きっかけになるものではないかと、考えています。また、ローカルスタートアップ支援制

度についてですが、この制度は、令和５年度に新しく創設される総務省の新しい制度で

す。地域資源を活用し地域課題を解決する。そのための小規模創業を支援するものでござ

います。新たに拡充した地方財政措置、それから既存の関連措置事業があるようですが、

それらをあわせてパッケージといたしまして、事業の企画や立ち上げ準備、それから事業

実施、それからその後のフォローアップなど、各段階で国の財政支援を受けられる制度と

なっています。現段階で、国から要綱などが示されておりませんので詳しいことはわかり

ませんが、そういった要綱等を作成されました段階で事業内容を確認しまして、邑南町に

おける実施の可能性などについて検討していきたいと考えております。

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、野田議員。

●野田議員（野田佳文） はい、ローカルスタートアップ支援制度については、やは

り、期待したいところです。例えば、今後邑南町の森林をいかす動きもありますよね。飯

南町では自然の中に身を置いて、心身ともにリラックスする時間を森林セラピーガイドの

アドバイスのもとで体験できる、というような体験もあるしここ最近行ってるんですけ

ど、安芸太田町も森林セラピストや里山ガイドにも力を入れておる。今後、邑南町の森林

をいかす中で、観光体験と森という項目があって、ここでは山遊びインストラクター育成

というものも、一応書かれておるんですけど、今後こういったことにも活用、そういった

インストラクターとしてアクティビティ会社をつくりたいとか、そういったことに対して

もこういったローカルスタートアップ支援制度を利用して、そういった事業を起業をでき

るということですよね。それに対して、例えば全て町の予算化もしていかなければならな

い。これは来年度に向けてこういったことを進めるのか。例えば、今回そういった要綱が

示されて、誰かがこういった支援制度を受けて何か事業を立ち上げたいというときは、ど

のように予算となるのか。補正予算になるのかどうかっていうのを教えてください。
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〇白須産業支援課長（白須寿） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい。白須産業支援課長。

〇白須産業支援課長（白須寿） このローカルスタートアップ事業につきましては、こ

れから要綱が示される、国のほうから示される段階となっております。その段階で町とし

て要綱が必要なのか、あるいはそれ以外の規則等制定する必要があるのか検討いたしま

す。それをもちまして、地域の皆さんでその要綱あるいは町の制度にのっとって、どのよ

うな事業展開ができるのか検討に入っていかれるものと思っております。その考え方と

か、こういうことをしたいということがあれば、町のほうにも相談に来ていただきたいと

思いますが、その段階で、今後どのように進めるかということをあわせてお話をさせてい

ただいて、そのためにはいつ予算要求が必要になるか、そういった相談をさせていただい

て、補正予算あるいは当初予算という形で、議会のほうにも相談をさせていただこうと考

えています。

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、野田議員。

●野田議員（野田佳文） はい、今後こういったローカルスタートアップ支援制度を利

用して、町が活性化することをすごく希望します。続いては、災害級の大雪により孤立

し、大規模の停電が発生したときの危機管理についてです。災害級の大雪で孤立する可能

性のある地区の、オール電化住宅に住む方々がいらっしゃいます。集落に向かう町道の周

りには、倒れてしまいそうな木や電線にかかりそうな支障木が多くあります。災害級の雪

による倒木により停電が発生しさらに孤立した場合、命の危険もあると心配されておりま

す。倒木の恐れのある木の管理について、過去の意見交換会でもいくつか意見があり、民

有地の木など、道路に置かれているのは持ち主の責任であり、町のホームページでも広報

していると回答があり、なかなか対策が進んでいないと感じております。鳥取県は、倒木

被害防止の体制を構築する方針を示したと新聞記事を読みました。邑南町も支障木につい

てもしっかりと対策を進めてほしいと思いますが、いつ災害が起こるかわからない。災害

級の大雪で孤立し、大規模な停電が発生したときの危機管理について、町の考えをお聞か

せください。
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〇大賀総務課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀総務課長。

〇大賀総務課長（大賀定） 災害級の大雪で孤立し大規模な停電が発生したときの危機

管理についての考えを、という御質問でございます。初めに支障木の対応についてでござ

いますが、雪害により倒木が発生し道路を塞いだり電気設備に被害が及ぶと、被災現場ま

での移動経路が途絶えて電気設備の復旧が行えず、集落の孤立や長期間の停電につながる

可能性がございます。こうした状況を未然に防ぐため被害を及ぼす恐れのある樹木につい

て、中国電力ネットワーク株式会社により事前伐採の取組が行われております。また、産

業支援課所管の森林環境保全対策基金を活用した、集落等による集落周辺の里山整備への

支援があり、私有林における支障木の伐採も行われております。雪害による倒木の事前伐

採において、一定の効果が得られていると思っております。大雪停電に対する備えでござ

いますが、本町としましては、大雪による被害への対応に備え、大雪警報の発表に合わせ

て準備体制に入ることとし、大雪による交通障害や停電などの被害発生に対応できるよ

う、担当職員が登庁をしております。被害情報の把握や住民の安否確認そして長時間の停

電が想定される場合には、避難所の開設を行っております。停電の復旧などにつきまして

は中国電力ネットワーク株式会社と連携して対応をしており、災害時における連絡体制及

び協力体制に関する覚書により、停電の発生状況、復旧見込み、原因などの情報提供を受

けております。この連携体制により、町は復旧に必要な道路の除雪や倒木の撤去などを優

先的に行い、停電の早期解消に協力しております。町の備えといたしましては大規模停電

に備え、各地区公民館には非常用のガスボンベ式発電機を配備しております。また、本庁

及び各支所にも配備しており、長期間の停電により避難所を開設した際の電力確保に備え

ております。また一部の地域においては、自主防災組織の活動により、発電機を購入する

などの取組も進められております。実際に緊急対応が必要な事態になれば、消防団の出動

協力も検討をすることになると思っております。また、町の公用車であるＥＶ車を活用し

て、孤立集落などの停電発生地域に出向いての電力供給を想定し、電気の供給が可能とな

るよう外部給電気パワームーバーを３台備蓄しております。あわせて、本年２月に日産自

動車と連携協定を締結し長期間の停電などが想定される場合は、近くの販売店からＥＶ車

を派遣いただき、避難所へ電力を供給していただけるような新たな体制整備も図っている

ところでございます。

●野田議員（野田佳文） はい、議長。
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●石橋議長（石橋純二） はい、野田議員。

●野田議員（野田佳文） 例えば停電、自宅がオール電化で不安に思っている方が町に

情報提供したときに、そのような状況は把握して、例えば事前に対応できるかって相談が

あった場合は、いろいろなこういった対応策とかっていうのを、個別に相談にのっていた

だけるのか。不安に思っている方から情報提供をいただいて、ある程度プライバシーの問

題もあると思うんですけど、孤立する集落でオール電化。住宅があるということはある程

度知っておく必要もあるのかなと思うんですけど、プライバシーの問題もあるので、例え

ばそういった家から問合せがあったときに、いろいろとこういった対策とかしといてくだ

さいというのは、個別にもお答えできると考えていいですか。

〇大賀総務課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀総務課長。

〇大賀総務課長（大賀定） オール電化住宅などにお住まいの方からの平常時における

相談への対応につきましては、御相談いただければいつでも対応させていただけると思っ

ております。実際に災害級の大雪で孤立をした状況になった場合でありますと、先ほど申

し上げましたように職員が必ず登庁しておりますので、御連絡いただければ対応させてい

ただきますし、停電している状況で、可能であれば避難所への避難も検討していただけた

らと思っております。よろしくお願いいたします。

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、野田議員。

●野田議員（野田佳文） はい、ありがとうございます。安心して暮らせるまちにして

いただきたいと思うんですけど。あと一つ、邑南町国土強靱化地域計画というのがありま

すよね。あと邑南町国民保護計画というのもあるんですけど、この中に例えばオール電化

住宅を想定した計画とかあるのか。なければ、付け加える必要があるのかどうかっていう

のを教えてください。
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〇大賀総務課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい。大賀総務課長。

〇大賀総務課長（大賀定） 先ほど議員おっしゃいました国土強靱化、それから国民保

護に関する計画につきましては、先ほどから御質問いただいてます、オール電化住宅への

対応などについては、現状ではないと考えております。ただ、この両計画。ほかの計画も

ございますが、その都度見直しをしていく必要がございますので、その際には議員の御提

案御質問のあったことにつきましても参考にさせていただきながら、よりよい支援ができ

る計画にしていきたいと思っております。

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、野田議員。

●野田議員（野田佳文） はい。今後、オール電化住宅が増えていくことも想定できま

すので、見直す時が来れば見直していただいて、誰もが安心して暮らせるまちにしていた

だければと思っておりますのでよろしくお願いします。

続きましては、邑南町ＬＩＮＥ公式アカウントについてです。１２月定例会の日高議員

の一般質問の中で、子育てに頑張っている方のお話を聞いて何が必要なのか、いろいろと

自分のほうも考えて御本人とお話をする機会を得ました。いろいろと話を聞く中で、気軽

に相談できる場所の必要性を感じておりました。町への相談事について、他の方にもお話

を聞くと、子供のことや将来のこと、困り事、悩みがあって相談したいけど電話はしづら

いし役場にも行きづらい、どこに相談していいのかわからないという声を聞きました。Ｌ

ＩＮＥに関する質問は１月の半ばにできていて、動きがなければ提案しようと思ってたん

ですけど、１月末の全員協議会でＬＩＮＥが開設されると知り、提案ではなく町民の方へ

の明確な情報提供、情報共有として、今回質問させていただきます。邑南町ＬＩＮＥ公式

アカウントの開設は、町民の悩みを解決するきっかけにつながると期待しております。町

長の施政方針には、邑南町母子健康相談とＬＩＮＥ予約管理システムは今月中に一部の運

用を開始し、令和５年度においては対応可能な事業から横展開を進めてまいりたいと考え

ておりますとありました。（音源切れ）

いまさら

かもしれないですけど、邑南町ＬＩＮＥ公式アカウントが開設されることに期待してい
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ることと、これから始まるのでまだ課題点等は見えてこないんですけど、先ほども言いま

したけど、町民の方に知っていただく情報を共有する意味を含めて、邑南町ＬＩＮＥ公式

アカウントについて、お願いします。

〇柳川情報みらい創造課長（柳川修司） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、柳川情報みらい創造課長。

〇柳川情報みらい創造課長（柳川修司） 邑南町ＬＩＮＥ公式アカウントは、ぜひ皆さ

んに登録していただきたいと考えております。広報３月号。今月号で情報提供をするのを

初め、邑南町公式アプリなどを通じて皆さんに周知してまいります。開設当初の運用とし

ては、保健課において、子育てに関するアンケートの実施や子育てに関して保護者と保健

師がつながるツールとして活用し、その後も効果的な使い方を模索していきたいと考えて

おります。ＬＩＮＥでの相談機能についても、現在導入しているシステムには備わってお

ります。対面や電話で相談しその場で回答してもらうようなことは難しいですが、相談者

が時間があるときにＬＩＮＥで相談し、相談相手となる職員などが定期的に確認して対応

するといったことも可能かもしれません。町が対応可能な相談もあれば専門的な知見を有

し、２４時間ＬＩＮＥ相談を受け付けている団体などに委託するほうがいい場合もあるか

もしれません。ＬＩＮＥ公式アカウントだけでなく、ケースに応じた対応を検討する必要

があると考えております。

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、野田議員。

●野田議員（野田佳文） 町長の施政方針には、ＬＩＮＥ予約管理システムというのが

あったので、最初は相談の予約だけから始まるのかなと思っているんですけど、それから

横展開を進めるということは、いろんな質問相談がＬＩＮＥを通してできる。例えば、先

ほど言った子供の将来のこととか、そういったことも相談できると理解してよろしいでし

ょうか。

〇柳川情報みらい創造課長（柳川修司） 議長、番外。
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●石橋議長（石橋純二） はい、柳川情報みらい創造課長。

〇柳川情報みらい創造課長（柳川修司） はい、当然そういった横展開は可能であると

考えております。ただ、対応する課として、やはりそういった準備ができるかどうかと人

的な問題もありますので、総合的に判断しながら事業を進めていきたいと思っておりま

す。

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、野田議員。

●野田議員（野田佳文） デモアカウントみました。邑南町公式アプリとともに皆さん

の暮らしのサービスサポートとなれば幸いですとあるので、今後何か提案できることがあ

れば提案させていただきたいと思います。一応以上で自分の質問は終わりなんですけど、

ちょっと最後町長にお伺いしたいんですけど、最初のときに言いました自分は発信力強化

っていうのはすごく非常に楽しみにしております。特に本当に産業支援課の発信力に関し

ては、自分とても評価しておるんですけど、現段階において邑南町の発信力、町長はどの

ようにお考えなのかお伺いします。

〇石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、石橋町長。

〇石橋町長（石橋良治） 野田議員から産業支援課の発信力については、評価をいただ

きましたが、これは産業支援課だけではなくて全庁的な大きな問題だろうと思います。野

田議員も様々なところで発信され、様々なものを使って上手に発信されてるなと評価した

いと思います。やっぱり、今後観光振興とか産業振興をやる上においても、いかに情報発

信が大切かということを痛感をしております。したがって、御提案のあったような様々な

ことについて、さらに取組を進めていきたいと思います。それと何を発信するのかという

ことも大事だろうと思います。野田議員が冒頭に柿本人麻呂の話をされましたけども、私

それを聞いてて非常に勉強になったし、なるほど邑南町にもこういう視点があるのかなと

いうことを大変痛感をしたわけです。これは単に町単独で発信するというよりもむしろ、

島根県、鳥取県ということもありましょうし、石見の柿本人麻呂ということもいろいろあ
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るわけでございますので、同じ情報発信の仕方についても、テーマによっては本当に連携

をして、大いに訴えていくっていうことも大事なのかなと思います。最後になりますけど

も、柿本人麻呂は以前から特に石見については注目される人物でございました。例えば、

ＮＨＫの大河ドラマこれに取上げてもらったらどうかという話も、以前ある首長さんから

も提案があったということを今思い出しております。昨今、ＮＨＫの大河ドラマというの

は、戦国時代であるとか、非常にある意味では殺伐とした時代背景の中で結構いろいろあ

るわけですけども、むしろこういった柿本人麻呂を焦点に当てて、文化というものをどう

あるべきかということも、一つのＮＨＫの視点ではないかなと思ってますんで、これは夢

物語かもしれませんけどもそういったことも含めて連携しながら、できれば大河ドラマに

取上げていただければ、すごく発信が強くなるんじゃないかなと思っております。

●野田議員（野田佳文） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、野田議員。

●野田議員（野田佳文） ありがとうございます。本当ＮＨＫに取上げられたら、すご

い効果になると思います。ただ本当に可能性はゼロじゃないかと思ってますんで、こうい

ったことを知ってもらうためにもいろいろと発信していきたいし、今度、邑南町には様々

なすばらしい文化とかありますのでそういったことも含めて、また勉強して、いろいろと

発信させていただきたいと思っております。以上をもちまして、私の一般質問を終わりま

す。ありがとうございました。

●石橋議長（石橋純二） はい、以上で野田議員の一般質問は終了いたしました。ここで

休憩に入らせていただきます。再開は午後３時３０分としたいと思います。

――午後 ２時 16分 休憩 ――

――午後 ３時 30分 再開 ――

●石橋議長（石橋純二） 再開をいたします。続きまして、通告順位第３号、瀧田議員、

登壇をお願いします。

（瀧田議員登壇）
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●瀧田議員（瀧田均） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） ５番、瀧田議員。

●瀧田議員（瀧田均） はい、５番議員の瀧田均でございます。本日最後の順番になり

ました。よろしくお願いいたします。令和５年度の一般会計当初予算が約１５９億７，１

００万円で上程をされております。過去最高の金額となっておりますが、大型事業が重な

っていることもございますが、いろいろな事業に取り組んで邑南町の元気につなげようと

いう思いが伝わってくるところで、私は肯定的に捉えているところでございます。今回の

質問については、危険空き家。それから地産地消。二つの項目について通告をしておりま

す。通告書の順番で質問を進めてきますので、どうかよろしくお願いいたします。

１点目です。危険空き家の撤去で、地域の不安解消という質問を掲げております。今定

例会前の委員会で、昨年の夏ごろ町内の空き家を把握するための全数把握調査を行った結

果が示されました。その結果については、常時利用されている住宅が３，６０１件。空き

家の住宅が２，０３６件。その空き家のうち１年に１回以上の利用がある住宅は１，３６

５件。１年以上利用のない住宅が６７１件。そして１年以上利用のない家のうち、大きな

損傷がある住宅が１７７件。ということで、空き家の現状を空家等対策計画に数値をあら

わして調査の結果が示してあります。そこで、大きな損傷のある住宅については、それぞ

れの家屋に程度の差があると思うわけですが、このたびの調査を行ったことによって、特

に危険度が高く、至急撤去が必要な危険空き家は町内にどの程度あるのか。把握ができた

のか。ということを１番目の質問で伺いますので、よろしくお願いいたします。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

〇田村地域みらい課長（田村哲） 空き家調査によります、危険空き家に関する御質問

でございます。まずは、今年度行いました空き家に関する調査について説明をさせていた

だきます。今回の調査は１次調査と２次調査の２段階に分けて調査を行いまして、常時利

用されている建物。盆や正月などで１年に１回以上利用されている建物のうち、宿泊で利

用されている建物。宿泊をせずに日帰り等で利用されている建物。その他、利用内容が不

明な建物。１年に１回以上利用されていない建物のうち、壁に大きな穴が空いている等大
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きな損傷がある建物。さらに、大きな損傷がない建物。更地解体済みの建物。そして調査

できない場所にある建物と分類不能の建物ということで、８項目に分けて分類をします。

１次調査は、昨年の８月下旬から９月下旬にかけまして、各集落の代表者に公民館にお集

まりいただきまして、建物や倉庫の状況を地図上に書き込んでもらう図上調査を行いまし

た。当日欠席された方につきましては、個別での郵送回答をしていただきました。次に２

次調査では、１年以上利用されてない建物のうち、大きな損傷がある建物に絞りまして、

現地による外観調査を行っています。外観調査は、町が委託した調査員が調査対象である

建物について、基礎、柱、壁、屋根、周囲への影響の項目について、目視で確認し調査を

しました。調査の結果としましては、建物総数は５，８９７件で、その内訳は常時利用さ

れている建物が先ほど議員が言われましたように３，６０１件。あと１年に１回以上利用

されている建物のうち、宿泊で利用されている建物が５０９件。宿泊をせず利用されてい

る建物が７２０件。その他、利用内容が不明な建物が１３６件。１年に１回以上利用され

ていない建物のうち、大きな損傷がない建物が４９４件。大きな損傷がある建物は、先ほ

ど議員が言われましたように１７７件。更地、解体済みの建物が１５９件。分類不能な建

物が１０１件となりました。議員お尋ねの危険空き家についてでございますが、空き家の

中でも、近隣に影響を及ぼし早急な処理が必要な建物ということになります。建物の状態

としましては、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態。また

は著しく衛生上有害となる恐れのある状態。所有者による適切な管理が行われていないこ

とによって著しく景観を損なっている状態。そして、周辺の生活環境の保全を図るために

放置することが不適切である状態。こういったものの状態にあるものが、危険空き家に該

当すると考えています。今回の空き家調査の結果で申しますと、早急な処理が必要な建物

としての分類は行っておりませんので、議員が言われる至急撤去の必要性があるという危

険空き家の実数は、実態としては把握はできておりませんが、大きな損傷がある建物とし

て確認された１７７件の中に含まれているものと考えています。

●瀧田議員（瀧田均） 議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、瀧田議員。

●瀧田議員（瀧田均） はい。今回の質問では、今もおっしゃっていただきましたが、

特に危険な空き家で撤去が必要と判断できる空き家を地域から取り除いて、不安を解消し

ていただきたいというのが、今回の質問の内容でありますので、至急撤去が必要な家屋に

ついては件数が今のところ不明だが、今後調べていくという回答だったと思います。今後
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危険な空き家を詳細に把握して、危険除去に向けて取り組んでいただきたいなと思ってい

るわけですが、この項目の最後の質問のところで、具体的な取組について見解をお伺いを

いたしますので、またそちらでお答えをいただければと思います。空き家対策について

は、今年度邑南町空家等対策計画が取りまとめられて、来年度からこの計画に沿って施策

が実施されることが委員会で説明をされました。施策の内容については、６六項目に分類

されているわけですが、その内容について申し上げますと、１つ目が定期的な調査による

実態は把握等について。２番目が庁舎内での体制づくり等について。３番目が空き家所有

者の意識啓発等について。４番目が相続登記等の促進、空き家バンクの継続運用、住宅相

談センターの活用等について。５番目空き家の除却支援、補助制度の検討、税負担に関す

る情報提供、周知等について。６つ目ですが特定空家の認定と措置、代執行等の対策実施

等についてなど、多くの事柄が示してありました。そうした施策の実施に対し、計画期間

の４年目には、効果検証、評価を行って、次の計画にいかすことも盛り込まれています。

そこで質問二つ目の質問ですが、そうした内容を見ると非常に本気度を感じるところです

が、計画実施を通して一番重視して取り組もうとされる対策は何かお聞きします。

〇田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

〇田村地域みらい課長（田村哲） 邑南町空家等対策計画について一番重視して取り組

む対策は何か、という御質問でございます。邑南町空家等対策計画に定めました対策に関

する基本方針としましては、三つございます。一つ目が、危険な状態の空き家などが放置

されないように除却等に向けた対策を図ること。二つ目が、今以上に空き家等が発生しな

いように、発生抑制、利活用に向けた対策を図ること。三つ目が、この計画が実効性を発

揮するように、実施体制の構築及び効果検証のための目標値などの設定を行うこと、でご

ざいます。その中でも、議員お尋ねの一番重視することは何かという御質問でございます

けども、やはり一つ目の、危険な状態が放置されないよう除却等に向けた対策を図ること

でありますけども、これと同時に、空き家が危険な状態にならないように発生抑制も並行

して実施することが必要だと、考えております。

●瀧田議員（瀧田均） 議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、瀧田議員。
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●瀧田議員（瀧田均） はい、危険な空き家を放置しないということで、今回私が質問

をする根本の不安解消をしてもらいたいということと合致すると思って、聞かせていただ

きました。細かいことになるかもしれませんが、先ほど６点、私計画書に書いてあること

を申し上げましたが、６点のうち５番目の除却支援補助制度の検討ということが記載され

ているわけですが、これは、どのような内容に検討されるのかを教えていただきたいと思

います。

〇大賀総務課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀総務課長

〇大賀総務課長（大賀定） ６項目の中で、除却に対するどのような支援を検討するの

かであると思います。先ほどから議員の質問の中にも出ておりますように、空き家対策等

の推進に関する特別措置法に基づく、邑南町空き家対策協議会を設置し空家等対策計画が

策定されました。それによりまして、空き家の除却、解体等につきまして、国の空き家対

策総合支援事業の活用が可能になってくると考えております。このことにつきましては、

空き家等の除去を行う方に対しまして、除却工事に要する経費について補助する事業であ

ります。具体的には、国が５分の２。県が５分の１。市町村が５分の１。所有者、管理者

等が５分の１などとなっているものであります。また、上限を設けてございますが、除却

に対する費用を間接ではなく、直接に補助する事業もございます。計画が今年度末に策定

をされることになっておりますので、それを受けまして、今後この支援事業の取組につき

まして、邑南町としましても制度設計をしてまいりたいと思っております。その際は、御

相談を申し上げますのでよろしくお願いいたします。

●瀧田議員（瀧田均） 議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、瀧田議員。

●瀧田議員（瀧田均） はい。補助制度等のことが検討をされて、詳細がわかれば町内

への周知をしていただけると理解をいたしました。危険空き家の撤去、各地域では望んで

おられるわけですが、この実現をさせるのに立ち塞がる一番の難問は、所有者もしくは相

続人がどこに居住されているのかわからないということで、連絡がとれない場合には、な
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かなか撤去の話が進まないと思うんですが。そこで三つ目の質問ですが、過去にいろいろ

な地域から危険空き家の撤去要望があったと思うんですが、どのような対応を行ってこら

れたのか。また、今回この計画ができたことによって、今後は今までと比べて対応がどの

ように違ってくるのか、そこのところを教えてください。

〇大賀総務課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） 大賀総務課長。

〇大賀総務課長（大賀定） これまでに地域から危険空き家の撤去要望があった際に、

どのような対応を行ってきたか。それから計画ができたことによって、今後は対応がどう

違うこととなるのか、という御質問でございます。まず、本町におきましては、平成２５

年３月に策定しております、邑南町空き家等の適正管理に関する条例に基づき、地域から

危険な状態にある空き家等についての情報があった際には、その建物の撤去要望の有無に

かかわらず、管理者に対して建物が危険な状態であることをお伝えし、適切な管理を求め

る助言や必要に応じて指導を行ってまいりました。これまで、この条例に基づいて取り組

んでまいりましたが、管理者による適切な管理やその改善がなかなか進まない状況でござ

いました。これは先ほど議員がおっしゃったとおりでございます。先ほども申し上げまし

たが、昨年度末に、法に基づく空家等対策協議会が設置されまして、今年度計画が策定さ

れることになっており、今後、法の適用を受けることができるようになってまいります。

法に基づく計画があることによりまして、国や県から財政上の措置、具体的には補助金や

地方交付税の拡充、その他の必要な措置を受けることができるようになりますので、先ほ

ども申し上げました空き家の除却などにつきましても、国の支援事業の活用が可能になる

ということになっております。これまで以上に踏み込んだ空き家等の対策が実施できるも

のと考えております。

●瀧田議員（瀧田均） 議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、瀧田議員。

●瀧田議員（瀧田均） はい、国県の支援を受けて、町内の危険空き家が除去しやすい

状態になってくるという説明だったと思います。各地域地区では、地区別戦略事業にどこ

も取り組んでおられて、関係人口の増加や定住者の定着を目指して、地域の活性化に取り
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組んでおられます。そうした地域に危険空き家が存在する現実はマイナス要因であり、地

域外から訪れる方には地域の魅力半減になるというふうに思います。そこで最後の質問で

すが、特に地域の中心部にある危険空き家は、景観悪化の度合いや往来する人への危険度

が高く、撤去に向けた早急な対策が必要と考えられます。今後は、先ほどの計画をもとに

して、早い対応になるということを期待するところでありますが、地区ごとに撤去希望の

優先物件は、地域ごとで決めておられると思うんです。対策の緊急性など各地区の意向を

聞いて、出前方式によって危険空き家の解消に向け、作業を進めるよう提案をいたします

がどのような見解でいらっしゃるか、お聞かせください。

〇大賀総務課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） 大賀総務課長。

〇大賀総務課長（大賀定） 空き家について撤去に向けた早急な対策が必要で、今後早

い対応ができるのか。出前方式により地域の意見を聞くことが必要ではないか。御提案を

いただきました。空き家等につきましては、基本的に個人の資産でございます。先ほどか

ら申し上げておりますように、今回法に基づく空家等対策計画が策定され、今後は、この

計画に基づいて対応させていただくことになると思っております。これまでどおり、まず

は空き家等の管理者とやりとりをしながら、対応していくことになります。今後は、早い

対応ができるのかということにつきましては、これまでと比較して、格段に早くなります

とはなかなか言いがたい状況であると、思っております。しかしながら、法に基づいて計

画を策定したことにより、空き家等への取組みがしやすくなるということは、間違いなく

言えると思っております。所有者不明の物件であるとか、所有者、管理者についても、先

ほど申し上げましたが、助言や指導を行っております。なかなか対応いただけない現状で

はございますが、これも根気強く進めていきたいと思っております。それから、現在優先

順位等は決めておりませんが、今年度行った全数調査結果を踏まえ除却が必要な建物につ

いて、その危険度の高さなどによりまして、優先順位を決めて対応していくことになろう

かと思っております。その際には、必要に応じて地域へ担当職員が出向き、地域の皆様の

御意見も参考にさせていただきながら、空家等対策協議会で特定空家等に該当するか否か

の判断を検討するなどして、取り組んでいくことになると思っております。

●瀧田議員（瀧田均） 議長。
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●石橋議長（石橋純二） はい、瀧田議員。

●瀧田議員（瀧田均） 最後に、再質問で実際に私の地区にもあるんですが、中心部の

人が往来が多いところで危険な空き家があります。それで、空き家の持ち主には連絡が以

前はついていたんですが近年は連絡がつかないということで、近しい人からお話を聞いて

おりますが、そうした物件については、行政代執行という言葉を聞いたことがあるんです

けど、そういった家の持ち主と連絡がつかない家屋で、早急に撤去を要する家屋について

はどのような対応がされるのか、具体的なことをお聞きしますが、お願いいたします。

〇大賀総務課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀総務課長。

〇大賀総務課長（大賀定） 町の中心部にある、先ほど議員がおっしゃった状況の危険

な状態にある空き家についても、過去から情報をいただいておりまして、再三助言、さら

には指導の文章を送付させていただいているところでございます。ただ、送付をさせてい

ただいておりますけれど対応がしていただけてない、連絡がいただけない状況がございま

す。今後、これまでは条例に基づいて取り組んでおりました。その中で助言、指導までし

か取り組んでいない状況でありましたが、今後、空家等対策計画に基づきまして、指導よ

りさらに進んで勧告、それから代執行なども検討せざるを得ない状況が出てくるものと思

っております。その際は、空家等対策協議会などで協議をしながら、本町としての方針を

決定していきたいと思っております。よろしくお願いします。

●瀧田議員（瀧田均） 議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、瀧田議員。

●瀧田議員（瀧田均） わかりやすく教えていただきまして、ありがとうございまし

た。そうした空き家については、やはり、地域の方が一番危険な思い嫌な思いをしておら

れるわけで、ぜひとも撤去を望む声が強いですので、できるだけ手順を進めて、撤去に向

けて力をかしていただければと思います。というところで１番目の質問については、終了

をさせていただきます。次に、地産地消の推進に向け、どのように体制整備を図るのか。

この質問に入っていきたいと思います。１月３０日の産業建設常任委員会において、Ａ級
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グルメ構想を見直し、今後は地産地消推進すると報告がありました。早速新聞にこの情報

が掲載をされ、関心の高さを感じたところでございます。１番目の質問ですが、Ａ級グル

メ見直しは、なぜ突然の表明だったのか。また、Ａ級グルメの町連合をけん引してきた邑

南町ですが、連合脱退に加盟自治体の理解が得られるのか非常に心配をしています。どの

ように対応されるのかお聞きします。

〇白須産業支援課長（白須寿） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、白須産業支援課長。

〇白須産業支援課長（白須寿） Ａ級グルメ構想の見直しについては、１月３０日の産

業建設常任委員会で、Ａ級グルメの基本である地産地消の取組の重点化について、という

説明をさせていただいたところでございます。Ａ級グルメ構想については評価される一方

で、取組開始後１２年が経過しようとしていますが、依然として農業所得の向上あるいは

地域経済等、住民の身近なところで効果が感じられないという議論があるということは、

現状として認識をしていただいていることと思います。このような中で、今後のＡ級グル

メ構想の取組について、町長も１２月議会において一旦立ち止まり考える必要があるとの

考えを示したところでございます。新年度の予算編成においては、毎年度基本方針として

スクラップアンドビルド、あるいはゼロベースでの事業の見直し、事務事業の見直しをす

ることになっています。担当課としましても、取組開始後１２年を経過しようとしている

Ａ級グルメ構想の取組について、関係機関との事務協議等をしながらこうした作業過程を

踏み、地産地消や食育の取組へ移行を方針案としたところでございます。方針案につきま

しては、町長協議をもって方針決定をしたところでございます。また、説明する時期につ

いては新年度予算案と一緒にこの３月の定例会で説明するのではなく、できるだけ早期に

Ａ級グルメ構想の取組の今後の考え方をお示しすることが必要であると考え、１月３０日

の産業建設常任委員会で説明をさせていただいたところでございます。なお、にっぽんＡ

級グルメのまち連合からの脱退の考え方についても、同日説明をさせていただきました。

発足の呼びかけをした自治体でもあり、Ａ級グルメを推進してきた邑南町の脱退方針の報

道が加盟自治体に与えた影響は少なからずあるということを、認識しております。２月１

７日報道発表させていただきましたが、脱退後につきましては、必要に応じオブザーバー

的立場で参画発言させていただきたい旨、にっぽんＡ級グルメのまち連合と協議をしてい

るところでございます。
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●瀧田議員（瀧田均） 議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、瀧田議員。

●瀧田議員（瀧田均） はい、加盟自治体の理解がいただくよう、混乱のないようにし

ていただければと思っております。次に進みますが、令和元年６月議会で地産地消の推進

についてということで、一般質問をいたしました。次の質問項目については、そのときの

内容とほぼ同じ質問をいたします。そのときの答弁は、検討するという回答だったと記憶

しておりますが、さらに前向きな答弁を期待するものでございます。地産地消条例ですが

条例の第８条第２項の定めに基づいて、地産地消推進協議会が設立され、専門部会に学校

給食部会が設置されています。学校給食部会において、学校給食における町内産品の使用

実態について、毎年公表がされています。しかし、条例の中には学校給食での町産品の使

用実態についての記載は一切なく、町内の地産地消の推進に関して状況を公表することが

明記されています。昨年の１２月議会では条例の趣旨に沿う形で、産直市及び小売店、産

直スペース等における農産物の販売額等の状況が今までの報告書に追加されて、初めて公

表されました。私の一般質問を考慮して追加報告されたかは不明ですが、その報告により

ますと、令和３年度の産直市等の関係施設を対象とした町全体の販売額は約２億１，７０

０万円で、農林業センサスの農業産出額に比べると、約１０％の割合であることが示され

ています。町内産農産物等の生産販売については、学校給食や産直市関係以外ではＪＡへ

出荷される農業者が多いと予想しております。ＪＡに集荷された農産物を、そのまま市場

に出荷する現在のやり方を改め、これを地元への消費に向けることができれば、地元産の

販売額が大きくなり地産地消は推進するものと思います。４、５年前に、天候不順でスー

パー等で販売される町外産地のキャベツが、１個５００円近い値段だったことがあります

が、地元産がそのような値段になることはあり得ないですし、町内販売価格は適正価格が

設定できますので、地元農業者にとって市場で決められる安値も回避できると思います。

ＪＡを介しての地産地消の流れが始まり、生産者、消費者双方にメリットがもたらされる

ことを期待しています。そうした考えに立って２番目の質問ですが、地産地消は町内の生

産者、事業者や町民等の関係者が一体となって取り組むことが条例にも記載してあります

が、地産地消推進するための全町的な組織化の考えはないか、お伺いいたします。

〇白須産業支援課長（白須寿） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、白須産業支援課長。
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〇白須産業支援課長（白須寿） 地産地消を推進するための全町的な組織化の考えにつ

いての、御質問です。地産地消を定着浸透していくためには、農林水産業の振興を進める

とともに、生産現場などでの努力に思いをはせ、町内のすばらしい生産物に対する認識を

住民の皆さんと共有しながら、取組を進めることが必要と思っています。そのためにも、

生産者や事業者あるいは消費者といった関係者や、ＪＡと関係団体が一体となった推進体

制が必要と考えています。令和５年度においては、邑南町地産地消推進条例の改正や地産

地消推進計画の策定を考えています。現在の地産地消推進条例にも記載されている、地産

地消の推進を目的とした体制、これを整備しまして生産者や事業者、消費者といった関係

者や関係機関が一体となり、地産地消を進めていきたいと考えています。

●瀧田議員（瀧田均） 議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、瀧田議員。

●瀧田議員（瀧田均） 全町的な組織化を進められると、理解してよろしいかったです

ね。まさに地産地消がこれから大事な局面になると思いますので、ぜひともけん引をして

いっていただいて、町内が一体になるようによろしくお願いをいたします。それでは、最

後の質問に移ります。ロシアの、ウクライナ侵攻により食糧の輸入依存を不安視する意見

を全国的に多く聞くようになり、世間では食料の価格がどんどん高くなってきています。

最近、国消国産や地産地消の言葉もよく聞くようになりました。今後将来に向かってそう

した意識を持って、全国的に食料自給率を高める取組が行われることが大事なことだと、

思っております。邑南町は、以前から少量多品目の農産品生産と、農業者それぞれの生産

に対する考え方を尊重することを意識して、農業振興を図ってこられたと認識をしていま

す。今後は邑南町においても、農業の担い手が減少することは確実視されています。そう

した将来を想像すると小人数であっても、機械化により大きな面積を受け持っても、生産

活動が持続できる体制を目指すことが必要になってくると思います。そうしたことを意識

した場合、農産加工品の原料として全国的に定着している麦や大豆については取組やすい

品目だと思いますし、実際に規模の大きな農業者は、そうした品目に取り組んでおられま

す。邑南町においても、地産地消の推進と農業の担い手確保の観点から、検討する価値は

あると思っているところです。そこで、３番目の質問ですが、邑南町で麦や大豆等の新た

な品目の生産を奨励する考えはないのか。また、地産地消の推進により今までの農業振興

が何か変わるのかといったことをお聞きします。
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〇白須産業支援課長（白須寿） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、白須産業支援課長。

〇白須産業支援課長（白須寿） 食料自給率の低下や食料安全保障の面から、私たちの

食生活に欠かすことのできない麦あるいは大豆などの生産を奨励しては、という御意見で

ございました。現在町内での麦や大豆の作付の状況ですが、町が把握している限りで自家

消費は除きますが、麦の作付はないと認識しております。大豆については、農協の作業委

託などでの作付が、２．５ヘクタール程度あると把握しています。国のほうもこの麦や大

豆を、水田活用の直接支払交付金の対象作物として奨励してきたところでございますが、

邑南町においては作付が少ないという状況です。この理由としましては、邑南町のような

中山間地域においては、水田というほ場条件や気象条件等が影響し湿害を受けやすいこと

や、新たな設備投資が必要といったことから作付を躊躇されていることが考えられます。

さらに、その背景には担い手の不足あるいは高齢化といった課題もあると思われます。新

たな品目の導入について、販売先の確保、収益性や作業性などの面から農業再生協議会な

どで検討を進めてきているところですが、麦や大豆の作付拡大も含めて引き続き検討を進

め、担い手の確保や耕作放棄地の解消などにつなげていきたいと考えています。次に、地

産地消の推進により、農業振興は何が変わるのかという御質問です。地産地消については

これまでの農業振興の方針の中にも位置づけ、取組を進めてきたところでございます。今

後の取組においてもこれまで築いてきた、農業の生産基盤や少量多品目あるいは有機農業

などの特徴をいかし、町内の農産物が町内の飲食店や学校給食、家庭でもしっかり食され

ることを目指すことが基本と考えています。そのためには、さらに町内産の農産物の魅力

あるいは評価を高めるということも、検討しなければならないと考えています。幼い時期

から食について学ぶ食育も重要です。令和５年度の当初予算案においては、生産者と町内

の農産物直売所や産直市などをつなぐ仕組みづくりに係る予算等を、計上しています。ま

た、食の学校を食育の中核施設として、改めて位置づけたところでございます。地産地消

のメリットについても、様々な指標をもって現状を把握し町民の皆さんにわかりやすくお

伝えしていくことが、必要と考えています。命をつなぐ農業の役割を町民全体で共有し、

応援したくなるような意識を醸成し、生産者に寄り添った取組を展開して、地域の経済循

環の確立そして拡大を通じまして、所得の向上や担い手の確保など、農業の活性化につな

げていかなければならないと考えています。
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●瀧田議員（瀧田均） 議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、瀧田議員。

●瀧田議員（瀧田均） 食料の高騰が相次いで将来の食糧危機を危ぶむ識者の論評が、

報道紙面に多く出されるようになりました。食料の安定供給の確保等については、国及び

地方自治体の責務が、食料農業農村基本法にうたってあります。そうしたところで、今後

若い方に農業を引き継いでいただいて、邑南町の農業が継続していくことを望むわけです

が、しかしながら人数が少なくなりますので、機械化を進めて農業を振興するということ

でないと、人力ではなかなか面積確保ができないと先ほども申しました。そうした状況が

ある中で邑南町の農業については、ＪＡ、邑南町と一体となって、農業振興を進める必要

があると思うわけですが、地産地消含めて邑南町農業について今後どのように推進されよ

うとしているのか、町長のお考えをお聞きします。

〇石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい。石橋町長。

〇石橋町長（石橋良治） 先ほど、産業支援課長から地産地消に対する考え方を述べて

もらったわけでありますけど、私が考える地産地消というのは、やはり、消費者の立場か

ら農業者を応援する運動ではないかなと思います。今の地産地消条例を見ても、いろいろ

当時は考えてつくったわけでありますが、少し薄いのが、やっぱり消費者をどう意見を反

映して地産地消盛り上げていくかというところが、若干薄いのではないかなとも感じてお

ります。かつては広島生協とのつながりも随分あったわけでありますが、そのへんもちょ

っと薄くはなっておりますし、それから学校給食一つとってみても、やはり、子供たちに

いかに質の高い邑南町産の食材をふんだんに提供するかということを、もう１回考えてみ

る大きなテーマではないかなと思います。そんなことを考えると、これは課長も答弁しま

したように、それこそ全町的な消費者も入った、全町的なやはり運動として展開してやっ

ていかないといけないと思っておりして、過去のいろんな課題反省も踏まえて、しっかり

そこを取り組んでいきたいなと思います。麦とか大豆とかいう話もございましたが、やは

り、このこうした邑南町のような中山間地域でどのような作物がいいのかということも、

やっぱり吟味する必要があると思いますし、適地適作という言葉もございます。やっぱり

生産性の上がるものをやっぱりつくっていく。質の高いものをつくっていくということが
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大変大事なのかなと思いますし、やはり少量多品種というのは、これは当然やっていく必

要もあるんだろうと思います。これまでの築いた農業振興を踏まえながら、さらに１歩、

２歩、前進していきたいなと思います。

●瀧田議員（瀧田均） 議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、瀧田議員。

●瀧田議員（瀧田均） 消費者を含めて全町的に農業を進めていくという、御意見だっ

たと思います。邑南町においては、十数年間取り組んできたＡ級グルメ構想の第１ステー

ジをステップアップして、地産地消や食育を第２ステージと位置づけて、取組を進める方

向性が今回の定例会で示されています。邑南町における食料の自給と経済循環を高めるた

め、地産地消の一層の推進と町内農業のさらなる発展を期待するものでございます。私も

できることは積極的に実践したいと思っております。これで一般質問を終わります。

●石橋議長（石橋純二） 以上で、瀧田議員の一般質問は終了いたしました。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 散会宣告 ）

●石橋議長（石橋純二） 以上で、本日の日程は全て終了しましたので、本日は、これに

て散会といたします。御苦労様でした。

―― 午後 ４時 23分 散会 ――


